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平
成
十
七
年
四
月
分
以
降
の
全
額
免

除
・
半
額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
・
学

生
納
付
特
例
の
申
請
書
を
提
出
す
る
期
限

が
、
特
例
措
置
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　

申
請
は
、
保
険
課
医
療
年
金
係
、
半
田

社
会
保
険
事
務
所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
期
間
延
長
は
、
今
回
に
限
っ

て
の
特
例
措
置
と
な
り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

保
険
課
医
療
年
金
係
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半
田
社
会
保
険
事
務
所
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家
庭
の
経
済
的
な
理
由
で
、
就
学
が
困

難
な
小
、
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

の
方
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど

を
支
給
し
ま
す
。

□
就
学
援
助
の
対
象
者
（
阿
久
比
町
在
住

の
方
）

〈
準
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ

た
方

・　

町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
方

・　

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
た
方

・　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
た
方
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・　

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

・　

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け

た
方

・　

そ
の
ほ
か
経
済
的
理
由
で
困
っ
て
い

る
方
で
、
教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要

と
認
め
た
方

〈
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
世
帯

□
就
学
援
助
の
内
容

□
申
請
方
法

　

準
要
保
護
の
方
は
、
児
童
・
生
徒
の
在

学
す
る
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

添
付
書
類
と
し
て
所
得
証
明
書
な
ど

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

要
保
護
の
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
の
方
は
、
住
民
福
祉
課
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課　
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町
に
は
、
私
立
高
校
な
ど
へ
通
学
し
て

い
る
生
徒
の
保
護
者
（
授
業
料
負
担
者
）

の
負
担
を
、
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
の

授
業
料
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。
希
望
さ

れ
る
方
は
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

□
対
象
者　

授
業
料
補
助
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
次
の
条
件
に
い
ず
れ
も

該
当
す
る
方
で
す
。

①　

十
月
一
日
現
在
、
私
立
の

・　

高
等
学
校
（
全
日
制
、
定
時
制
、
通

信
制
課
程
）

・　

中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
）

・　

高
等
専
門
学
校

・　

専
修
学
校（
高
等
課
程
）　　
　
　
　

・　

愛
知
朝
鮮
中
高
級
学
校
（
高
級
部
）

　

の
い
ず
れ
か
に
在
籍
し
て
い
る
こ
と
。

②　

十
月
一
日
現
在
、生
徒
の
保
護
者（
授

業
料
負
担
者
）
が
、
阿
久
比
町
に
住
所

が
あ
る
こ
と
。

　

学
校
で
授
業
料
の
納
付
を
全
額
免
除
さ

れ
て
い
る
方
は
、
授
業
料
の
補
助
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

□
補
助
金
額　

年
額
九
千
円

□
申
請
手
続

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
十
月

二
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
（
土
曜
、
日
曜

日
・
祝
日
は
除
く
）
の
午
前
八
時
半
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で
に
次
の
書
類
を
学

校
教
育
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・　

私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
補
助
金
交

付
申
請
書
兼
請
求
書

・　

十
月
一
日
現
在
の
在
学
証
明
書
（
右

記
申
請
書
内
に
証
明
欄
あ
り
）

※　

九
月
末
ご
ろ
左
記
学
校
に
は
申
請
書

を
配
布
し
ま
す
。（
そ
の
他
の
学
校
の
生

徒
は
、
学
校
教
育
課
の
窓
口
へ
）

【
私
立
高
校
】

　

愛
知
高
校
・
名
電
高
校
・
愛
産
大
工
業

高
校
・
淑
徳
高
校
・
愛
知
女
子
高
校
・
安

城
学
園
高
校
・
瑞
穂
高
校
・
桜
花
学
園
高

校
・
亨
栄
高
校
・
金
城
学
院
高
校
・
至
学

館
高
校
・
椙
山
女
学
園
高
校
・
星
城
高

校
・
聖
霊
高
校
・
大
成
高
校
・
大
同
高

校
・
滝
高
校
・
中
京
高
校
・
同
朋
高
校
・

名
古
屋
高
校
・
高
蔵
高
校
・
名
古
屋
工
業

高
校
・
名
古
屋
国
際
高
校
・
名
女
大
高

校
・
南
山
高
校
・
日
福
大
学
付
属
高
校
・

春
日
丘
高
校
・
光
ヶ
丘
女
子
高
校
・
名
城

大
学
附
属
高
校

【
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
】

　

あ
い
ち
造
形
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
・
あ

い
ち
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
・
安
城
生
活
福

祉
高
等
専
修
学
校
・
さ
つ
き
調
理
福
祉
学

院
・
東
海
工
業
専
門
学
校
・
桐
華
家
政
専

門
学
校
・
名
古
屋
工
学
院
専
門
学
校
・
名

古
屋
情
報
専
門
学
校
・
名
古
屋
調
理
師
専

門
学
校
・
山
本
学
園
情
報
文
化
専
門
学
校

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課
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支　給　内　容対　象　者項　　目

学用品費・通学用品費
校外活動費（宿泊を伴わない）準要保護学用品費

小・中学校に入学する者が通常必要とする
学用品費および通学用品費

準要保護　小学１年生
　　　　　中学１年生

新入学児童・
生徒学用品費

児童・生徒が修学旅行に参加するため直接
必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真
代、医薬品、旅行傷害保険料の費用

準要・要保護　小学６年生
　　　　　　　中学３年生修学旅行費

学校が保護者に徴収する給食費の全額準要保護学校給食費

学校保健法施行令第７条に定める疾病にお
ける自己負担額準要保護医療費

校外活動費（宿泊を伴うもの）・キャンプな
どに参加するため直接必要な費用

準要保護　小学５年生
　　　　　中学１・２年生校外活動費


